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ご注意 

 

 伊根浦伝統的建造物群保存地区修理修景事業の実施にあたっ

ては、伊根町教育委員会発刊の「伊根浦伝統的建造物群保存地区 

まちづくりの手引き」の他、本書に従って実施すること。本取扱

いに沿わない事業実施や施工については、補助対象外となる可能

性もあること、⼿直しの指⽰を受ける場合があることを⼗分理解

され、適正に事業実施・施工されますようお願いいたします。 

 また、本書も含め各冊子の最新版をご確認のうえ、最新のもの

に従ってください。 
 

※本書作成時(H30.4)の最新版 

「伊根浦伝統的建造物群保存地区 まちづくりの手引き」 

 平成30年3月改正 
 
◎最新版は伊根町ホームページをご確認ください。 

http://www.town.ine.kyoto.jp/pub_rela/edu/jyudenken/download.html 
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伝統的建造物の修理修理修理修理事業の手順 

 

■ 特に注意が必要なものは、※※※※として下記にお示ししています。 

 

✓ 項目 実施内容 時期・タイミング 

□ 事業計画書の提出 現状図、計画図、見積書、現状写真の提出 前年6月～8月末 

□ 提出書類の修正 国・府との協議結果に基づき見積書等修正 前年9月～今年1月 

□ 
現状変更行為許可申請書の

提出 

現状変更行為許可申請書、位置図、現状図、

計画図、建具等意匠図(1/20)、現状写真提出 

国の交付決定後 

(今年4月以降) 

□ 補助金交付申請書の提出 
補助金交付申請書、見積書、現状図、計画図、

建具等意匠図(1/20)、現状写真提出 

国の交付決定後 

(今年4月以降) 

□ 
現状変更行為許可 

補助金交付決定 

各申請書、添付書類を審査した結果、問題が

無ければ許可・交付決定となります。 
申請から約１週間後 

□ 事業着手 
現状変更行為許可証を現場の良く見える場所

に掲示し作業 

現状変更行為許可・補助金交

付決定後 

□ 下地や痕跡等の確認 
教育委員会が外壁下地や建物の痕跡等を確認

します。（※１）（※１）（※１）（※１） 
外壁材・屋根瓦等の解体後 

□ 計画の変更 

痕跡確認に基づき、復原を原則に計画を変更

します。計画図、見積書、痕跡調査書を教委

へ提出します。 

教育委員会の現地確認、協議

終了後 

□ 
伝統的意匠等の決定(計画図

に描き込みが無い場合) 

木製建具や格子窓、エンガキ、床下通気口、

戸袋等の伝統的意匠部分の意匠を決定（※２）（※２）（※２）（※２） 
教育委員会と協議終了後 

□ 工事施工 特記仕様書に基づき工事を実施 計画決定後 

□ 
現状変更行為完了通知書の

提出 

完了通知書、完成写真の提出 

必要に応じて痕跡調査書、完成図を提出 
工事完成後 

□ 補助事業実績報告書の提出 
実績報告書、精算書、工事費領収書(写)、施

工中・完成写真、補助金請求書の提出 
工事完成後 

□ 完成検査 
計画通りの施工であったか教育委員会の検査

を受けます。 

現状変更行為完了通知書、補

助事業実績報告書の提出後 

□ 手直し施工 完成検査での指示事項に基づき手直し。 検査後直ちに 

□ 補助金の支払 
補助金を指定された口座へ振り込みます。（※（※（※（※

３）３）３）３） 
検査後約１か月後 

 

※※※※１１１１ 教育委員会が外壁下地や建物の痕跡等を確認しないうちに施工を継続した場合は、十分な確認ができる程

度まで再度解体していただきます。 

※※※※２２２２ 伝統的意匠部分等について、事前に教育委員会が確認していないものは取り替えを指示する場合がありま

す。 

※※※※３３３３ ※１、※２の理由の他、不十分又は不適正な施工であった場合は、補助金の一部又は全額が支払われなく

なる場合があります。また、補助金交付後であっても返還しなければならない場合があります。 
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伝統的建造物以外以外以外以外の修景修景修景修景事業の手順 

 

■ 特に注意が必要なものは、※※※※として下記にお示ししています。 

 

✓ 項目 実施内容 時期・タイミング 

□ 事業計画書の提出 現状図、計画図、見積書、現状写真の提出 前年6月～8月末 

□ 提出書類の修正 国・府との協議結果に基づき見積書等修正 前年9月～今年1月 

□ 
現状変更行為許可申請書の

提出 

現状変更行為許可申請書、位置図、現状図、

計画図、建具等意匠図(1/20)、現状写真提出 

国の交付決定後 

(今年4月以降) 

□ 補助金交付申請書の提出 
補助金交付申請書、見積書、現状図、計画図、

建具等意匠図(1/20)、現状写真提出 

国の交付決定後 

(今年4月以降) 

□ 
現状変更行為許可 

補助金交付決定 

各申請書、添付書類を審査した結果、問題が

無ければ許可・交付決定となります。 
申請から約１週間後 

□ 事業着手 
現状変更行為許可証を現場の良く見える場所

に掲示し作業 

現状変更行為許可・補助金交

付決定後 

□ 計画の変更 
計画変更が必要な場合は、教育委員会と協議

し、計画図、見積書を提出します。 
教育委員会と協議終了後 

□ 
伝統的意匠等の決定(計画図

に描き込みが無い場合) 

木製建具や格子窓、エンガキ、床下通気口、

戸袋等の伝統的意匠部分の意匠を決定（※（※（※（※１）１）１）１） 
教育委員会と協議終了後 

□ 工事施工 特記仕様書に基づき工事を実施 計画決定後 

□ 
現状変更行為完了通知書の

提出 

完了通知書、完成写真の提出 

必要に応じて完成図を提出 
工事完成後 

□ 補助事業実績報告書の提出 
実績報告書、精算書、工事費領収書(写)、施

工中・完成写真、補助金請求書の提出 
工事完成後 

□ 完成検査 
計画通りの施工であったか教育委員会の検査

を受けます。 

現状変更行為完了通知書、補

助事業実績報告書の提出後 

□ 手直し施工 完成検査での指示事項に基づき手直し。 検査後直ちに 

□ 補助金の支払 
補助金を指定された口座へ振り込みます。（※（※（※（※

２２２２）））） 
検査後約１か月後 

 

※※※※１１１１ 伝統的意匠部分等について、事前に教育委員会が確認していないものは取り替えを指示する場合がありま

す。 

※※※※２２２２ ※１の理由の他、不十分又は不適正な施工であった場合は、補助金の一部又は全額が支払われなくなる場

合があります。また、補助金交付後であっても返還しなければならない場合があります。 
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許可基準許可基準許可基準許可基準    運用上の注意点運用上の注意点運用上の注意点運用上の注意点、考え方、考え方、考え方、考え方等等等等（建造物等）（建造物等）（建造物等）（建造物等）ver.ver.ver.ver.1704170417041704    

種類種類種類種類    主屋、離れ、事務所・店舗等主屋、離れ、事務所・店舗等主屋、離れ、事務所・店舗等主屋、離れ、事務所・店舗等    舟屋舟屋舟屋舟屋    土蔵土蔵土蔵土蔵    車庫、倉庫等簡易な建物車庫、倉庫等簡易な建物車庫、倉庫等簡易な建物車庫、倉庫等簡易な建物    工作物工作物工作物工作物    

屋根屋根屋根屋根    基本的には黒またはいぶし系色の和
瓦桟瓦葺とする。登り梁、腕木構造い
ずれも可。軒裏は垂木、野地板仕上げ。
やむを得ず鉄板葺(板葺の代用)とす
る場合は、茶系色で平葺または瓦棒葺
とする。ポリカ等は不可。過度な鬼瓦
は使用しない。総二階建の場合は１階
に瓦葺の庇屋根を付ける。雨樋は塩ビ
茶系色を基本とする。 

基本的には黒またはいぶし系色の和
瓦桟瓦葺とする。軒裏は垂木、野地板
仕上げ。やむを得ず鉄板葺(板葺の代
用)とする場合は、茶系色で平葺また
は瓦棒葺とする。ポリカ等は不可。雨
樋は塩ビ茶系色を基本とする。 

基本的には黒またはいぶし系色の和
瓦桟瓦葺とする。軒裏は垂木、野地板
仕上げ。置き屋根と軒裏塗込めいずれ
でも可。雨樋は塩ビ茶系色を基本とす
る。 

鉄板葺(板葺の代用)とする場合は、茶
系色で平葺または瓦棒葺とする。和瓦
桟瓦葺の場合は黒またはいぶし系色
とする。ポリカ等は不可。雨樋は塩ビ
茶系色を基本とする。 

屋根がある場合は、車庫、倉庫等簡易
な建物に準じる。 
ポリカ等は不可。カーポート不可。 

外壁外壁外壁外壁    真壁造を基本として、壁は黄漆喰か中
塗り仕上げのイメージ。腰は板で可と
し、可能な限り基礎コンを隠す。ポリ
カ等は不可。 

大壁造板張り仕上げを基本。２階のあ
るタイプで道路側を土壁にする場合
は真壁仕上げのイメージを基本。腰は
板で可とし、可能な限り基礎コンを隠
す。ポリカ等は不可。 

大壁造白漆喰または中塗り、荒壁仕上
げのイメージ。腰は板で可とし、可能
な限り基礎コンを隠す。 

大壁造板張り仕上げを基本。ポリカ等
は不可。 

壁面がある場合は、車庫、倉庫等簡易
な建物に準じるものとするが、当該工
作物が付随する建物に合った仕上げ
とする。 

基礎基礎基礎基礎    可能であればコンクリート犬走り等
見え掛かりの角に延石(磨きや表面を
平らにした物は不可)を入れる。 

海側に舟を曳く斜路を設ける。可能で
あればコンクリート犬走り等見え掛
かりの角に見せ柱や延石(磨きや表面
を平らにした物は不可)を入れる。 

可能であればコンクリート犬走り等
見え掛かりの角に延石(磨きや表面を
平らにした物は不可)を入れる。 

可能であればコンクリート犬走り等
見え掛かりの角に延石(磨きや表面を
平らにした物は不可)を入れる。 

可能であればコンクリート基礎や犬
走り等見え掛かりの角に延石(磨きや
表面を平らにした物は不可)を入れ
る。 

玄関玄関玄関玄関    玄関は平面に設ける。茶系色(無垢材
色は避ける)引違い戸を基本とし、ア
ルミサッシを可とするが和風とする。
やむを得ず開き戸にする場合は、茶系
木戸とする等景観へ配慮する。可能で
あれば土間は所々 に平石を入れる。玄
関戸は縁の面より半間程度内側に設
置する。 

入口戸は引違い戸を基本にする。茶系
色(無垢材色は避ける)アルミサッシ
を可とするが和風とする。 

入口戸は木戸または土壁仕上げとす
る。 

入口は妻面からとする。  

建具建具建具建具    茶系色(無垢材色は避ける)アルミサ
ッシを可とするが和風とする。出窓は
不可。 
建具納めは敷居・鴨居より外へはみ出
さない。 

茶系色(無垢材色は避ける)アルミサ
ッシを可とするが和風とする。出窓は
不可。シャッターは極力避け、やむを
得ない場合(板戸の代用)は茶系色に
塗装する。建具納めは敷居・鴨居より
外へはみ出さない。 

茶系色(無垢材色は避ける)アルミサ
ッシを可とするが和風とする。建具納
めは敷居・鴨居より外へはみ出さな
い。 

茶系色(無垢材色は避ける)アルミサ
ッシを可とするが和風とする。シャッ
ターは極力避け、やむを得ない場合
(板戸の代用)は茶系色(無垢材色は避
ける)に塗装する。建具納めは敷居・
鴨居より外へはみ出さない。 

 

意匠意匠意匠意匠    伝統的建造物の例にならう。木製を基
本として、アルミベランダは道路側へ
の設置は避ける。 

伝統的建造物の例にならう。木製を基
本として、アルミベランダは道路側へ
の設置は避ける。 

伝統的建造物の例にならう。 伝統的建造物の例にならう。 木製を基本として、当該工作物が付随
する建物に合った仕上げとする。 

設備設備設備設備    エアコン室外機、下水空気取入口、ガ
ス配管は可能な限り建物側面へ移動
する。やむを得ず道路側に露出する場
合は茶系色に着色または木製格子等
で隠す。 

エアコン室外機、下水空気取入口、ガ
ス配管は可能な限り建物側面へ移動
する。やむを得ず道路側及び海側に露
出する場合は茶系色に着色または木
製格子等で隠す。 

 建築設備等は可能な限り建物側面へ
移動する。やむを得ず道路側等に露出
する場合は茶系色に着色または木製
格子等で隠す。 

土地や建物に固定しない金属製又は
樹脂製物置をやむを得ず置く場合は、
道路側、海側から見えない場所に設置
し、茶系色で着色またはすだれ等で隠
す。 

※この表の建物区分に当てはめることが適当ではない規模の大きい建物は、旧伊根小学校木造校舎、芝居小屋等を参考に検討するものとする。 

参考参考参考参考    

基礎基礎基礎基礎ｺﾝｸﾘー ﾄｺﾝｸﾘー ﾄｺﾝｸﾘー ﾄｺﾝｸﾘー ﾄ[[[[見せ柱見せ柱見せ柱見せ柱]]]]の例の例の例の例    

土台 柱 

見せ柱 

海側 
基礎 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

主屋等の延石・主屋等の延石・主屋等の延石・主屋等の延石・平石のイメージ平石のイメージ平石のイメージ平石のイメージ    

敷石(踏石) 

延石 

土間床 

など 

舟屋等の舟屋等の舟屋等の舟屋等の板張りの納めイメージ板張りの納めイメージ板張りの納めイメージ板張りの納めイメージ    
 
 
 細い見切りなどで胴縁を隠す等 
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許可基準許可基準許可基準許可基準    運用上の注意点、考え方等運用上の注意点、考え方等運用上の注意点、考え方等運用上の注意点、考え方等（土木工事（土木工事（土木工事（土木工事、その他構造物、その他構造物、その他構造物、その他構造物、自然物、自然物、自然物、自然物等）等）等）等）ver.ver.ver.ver.1701701701704444    

 

基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    

伊根浦の町並みは漁村であり、城下町・商家町等ではないことを強く意識し、漁村風景の中にあって自然で、素朴なイメージで

構成していくものとする。伝統的建造物以外の構造物等が目立つことは避け、標準的な規模、デザイン、配色を採用し、歴史的

風致を整えていくようご協力をお願いしたい。 

 

法面・壁面法面・壁面法面・壁面法面・壁面等仕上り面等仕上り面等仕上り面等仕上り面    壁面の見え掛かりは可能な限り石積みとする。法面がある場合は植物を植える又は植物で隠す等自然物の仕上げとする。 【共通項目】【共通項目】【共通項目】【共通項目】    

 

※石材は、磨きや表面を平らにした物は基本的に使用不可。 

※いずれも漁村として違和感のない和式・和風のものを原則とし、

洋式・洋風の配置、形状、仕上げは不可とする。 

※色彩は可能な限り目立たないものを採用すること。 

 

※予算的、時間的制約があり、各項目への配慮・対応が困難な場合

は、歴史的風致を阻害することを自覚いただき、実施を見合わせる

ことを推奨します。 

※法令に定められた構造物等の設置を妨げるものではありません。

この場合、色彩や形質、強度等について法令に定められているもの

は、左の限りではありません。 

アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装    可能な限り茶系カラー舗装とする。天然色豆砂利アスファルト舗装(伊根浦で実施されたカラー舗装)に準じる。 

コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装    可能な限り、部分的に平石を埋める、または洗い出し等の仕上げとする。平石を洋風に配置する場合は不可。 

標識等標識等標識等標識等    

法的に設置が義務付けられる標識等は、表示部以外の支柱・裏面等は茶系色に着色するものとする。ガードレール等は反射シー

ル等を貼り、茶系に塗布したものを基本とする。区画線等は、法令上やむを得ない場合を除き白、茶系色のペイント、又は石張

り等とする。 

屋外屋外屋外屋外照明器具照明器具照明器具照明器具    洋風の形状は避け、支柱は茶系色に着色するものとする。外部設置は必要最小限とすること。 

樹木の伐採樹木の伐採樹木の伐採樹木の伐採    

環境物件に特定された樹木を除き、幹の元口10㎝未満の樹木の伐採、又は樹高70㎝程度以上残した管理のための伐採の現状変

更行為許可手続きを不要とする。(10本程度以内の伐採は、神社境内の樹木等歴史的風致に影響するものを除き、申請を受けた

場合は原則許可を認める方針としています) 

消火栓器具格納箱消火栓器具格納箱消火栓器具格納箱消火栓器具格納箱    木製で茶系色に着色したものを推奨する。次いで木製赤色、ＦＲＰ・スチール等の場合は茶系色を推奨する。 

海上係留物海上係留物海上係留物海上係留物    
舟屋前の海面は漁船を基本とするが、漁業用等生業に必要な桟橋等の施設は可。その他の海面は浮桟橋等の設置は可とするが、

桟橋上に設置する構造物は手すり等の安全施設を除いて木製を基本とする。 

参道・里道等参道・里道等参道・里道等参道・里道等    
路面や階段の材質は周囲の状況を基本とし、それに合わせるものとする。参考にすべきものが無い場合は御影石又は土仕上げと

する。手すりを設置する場合は金具を含め茶系色とすること。 

船舶船舶船舶船舶    
舟屋に係留、格納される船舶は漁船を強く推奨する。規模の大きい船舶は、漁船又は宏昭丸等概ね昭和40年頃までに伊根浦で

運行実績のある船舶のイメージを基本とした形状、色彩とする。 

海岸海岸海岸海岸・構造物・構造物・構造物・構造物    伊根浦はリアス式海岸であり、護岸を除き海岸は岩を標準とする。人工構造物は石積みを基本とする。 

その他金属・合成素材その他金属・合成素材その他金属・合成素材その他金属・合成素材    
可能な限り木製とすることを原則とし、やむを得ず木製以外の素材とする場合は露出を抑え、木製格子などで囲う又は茶系色に

塗装する。 

仮設物仮設物仮設物仮設物    

仮設物を設置する場合は、現状変更行為許可は不要とする。ただし、「仮設物」とは、概ね１年以内の期間を定めて設置され、

目的達成後又は期間経過後に撤去される前提の物とする。非固定物であっても長期に渡り継続して設置するものは現状変更行為

許可の対象とし、規模に応じて建築物又は構造物の基準を準用する。 

非固定物非固定物非固定物非固定物    
常設又は日常的に設置される物品は、固定物ではなくても伊根浦としての歴史的風致(漁村)として違和感のない和風のものを基

本とする。可能な限り木製かつ茶系のものとする。 

※項目は適宜追加していきますので、各年度の最新版をご覧ください。 

※上記各項目の記載内容については、保存地区内における各種法令の手続きが省略できるものではありませんので、実施にあたっては法令に従って別途に各種手続きを遺漏なく行ってください。 

参考参考参考参考    



００：特記仕様書の取扱いについて

図面№特記仕様書（１） Ａ01

 １．伊根町伊根浦伝統的建造物群は歴史的経過を尊重した文化財であり現状保存（現状の外観を

 変更しない）修理修繕（現状の材料を出来る限り再利用すること）を原則とし、伊根町伊根浦伝

 ０４：地盤補強・基礎工事

１.地盤調査

 

 　フィルム

 　リート地業

 □地業の種類は以下により厚さは、100mm以上とする。

　 　□割栗石　　　□砂利　　　□砕石

 □厚さ　50㎜以上

 □強度など　Fc＝13.5Ｎ／㎜2　　スランプ15㎝

 □必要（厚さ0.15㎜以上）　　　　　□不要

 □基礎の形式は以下による鉄筋コンクリート造とする。

　　□べた基礎と一体の布基礎

 　形状・配筋は、標準基礎詳細図による。

 　基礎との剥離がないように注意して施工すること。

 コンクリート

 □型枠の種類は、以下による。

　　□鋼製型枠　　□合板型枠　　□任意の型枠

 □天端均しの方法は、以下による。

 □形状・配筋は標準断面詳細図による。材料は特記がない限り基礎に準ずる

 □引込み配管・配線の立上げなど設備工事との工程調整に注意すること

　　□モルタル　　　　□セルフレべリング

２.地　業

３.捨てコンク

４.防湿

５.基　礎

６.土間・防湿

７.型　枠

８.天端均し

 □コンクリート強度等

　　強度（Fc:Ｎ/㎜2）　　 □18以上　　□21以上　　□（　　　　　）

　　スランプ（㎝）　　　　□18以上　　□15以下　　□（　　　　　）

　　水セメント比（％）　　□60以下　　□55以下　　□（　　　　　）

　　□その他（　　　　　　　　　）

 　させることを原則とする。

 □布基礎の場合、点検口などで連続しないときでもフーチングは、連続

 □布基礎へのスリーブ、又はスラブへの開口部には必要な開口補強を行う。

伊根浦伝建　修理修景事業関連

　 密接に連絡をとり、調整に当たらなければならない。

 　その他
10.工事保証

９.別途工事  □別途工事についての工事工程及び納まり事に関して、別途工事業者と

０２：仮設工事

11.材料保管
　じること。

１.養生
 　用シートをかけるなど家具等を保護するなどの措置を行うこと

 くい色彩に配慮したものとすること

２.危険防止

０３：解体工事

１.準備

２.部材の取扱

　すること。不要材は順次搬出し、危険のない方法かつ適正に処分すること

３.めん揚

０１：一般共通事項

 　ものであり、各工事において、他の工事との関連ある事項は、各々該当の

 　記載事項を参照する。

 　確かめておくものとする。

 　施工するものとする。

 　認められるものは、監理者の指示に従い、請負金額の範囲内において

　　１．現場説明事項（質疑回答書を含む）

　　２．特記仕様書

　　３．各設計図

　　４．共通仕様書

　　５．公共規格及びこれに準ずる規格

 　その成績書を提出し、又は監理者の認める試験所で試験を行い、確認を

 　受けなければならない。

 　尚、試験に要する諸費用は、すべて請負業者の負担とする。

１.適用範囲

３.優先順位

４.材料試験  □本工事に使用する材料のうち、監理者により指示のあるものに関しては、

２ .工事上の疑義

提　出　図　書 備　　考提 出 期 限部数

１

２

２

契　約　時

契約後速やかに

〃  工事経歴書

 　監理者と協議の上、作成するものとする。
５.提出図書

　 □　工事請負契約書

　 □　工事工程表

２ 実施15日前  各工事毎　 □　施工図・製作図

２

２

その都度

〃

　 □　打合議事録

　 □　変更工事見積書

 工事進捗表、写真

２ 試験後10日以内　 □　材料試験報告書

２ 竣工時　 □　工事竣工届

２ 竣工時　 □　工事竣工図

　 □　現場代理人届け

２ 〃　 □　職方名簿

 □設計図書に記載がなくとも、外観上、構造上、設備上、法規上当然必要と

 ■古材は支障のない限り再利用する

 ■再利用する部材は番号札をつけるなど整理して、損傷の生じないよう養生

 ■本特記仕様書は、各共通仕様書及び補足事項に記載なき事項を特記する

 ■本工事の設計図書に関する質疑は、工事契約前に、質疑応答書をもって

 ■本工事の設計図書等の優先順位は下記による。

 ■本工事の施工に伴う、提出図書は、下記「■」に定める他、必要に応じて

 ■材料は良好な状態で保管し、湿気、盗難、火災などに対し十分な対策を講

 □屋根葺替えに際しては適時シートをかけ、雨漏りを防ぐと共に室内に防塵

 ■屋根などに長期に養生シートをかける場合はブルーシートでなく目立ちに

 ■基礎などの補強改修を行う場合は、原則めん揚として構造材の全面解体は

　認めない

■舟屋など海水に面する基礎は水中コンクリート24-18-20を基本とする

 　関連の規則に従って施工計画を立て、関係官庁の指導を受ける。

　 ついて地域規制されていないかを確認し、規制されている場合は、

 □本工事施工に際しては、本工事場所が、工事による騒音、振動などに

 ２．同上の設計図ならびに見積書に明記された部分の施工は、まちづくりの手引き「修理修景基

　準　設計・工事仕様書」によるもの

　統的建造物群保存計画の修理・修景基準に基づいて設計・施工するものとする

２ その都度

２ その都度

　 □　痕跡調査書

　 □　施工検討書

 □工事写真は、まちづくりの手引き「写真提出要領」に基づき提出すること

 □完成図、施工図、その他工事関係書類は原則５年間保管すること。

６.打合議事録

 □設計変更を生じたときは、速やかに教育委員会と協議、変更手続きを行い

　 行わない。

 　ただし、軽微な変更は、監理者の指示によって行うも請負金額の増減は、

 　承認された上で変更工事に着手すること。その場合は、特記なき限り

７.設計変更

 　各工事種目とも契約時の単価により承認する数量で請負金額の増減を行う。

 □請負者は、定例打合会議 議事録をとり、その都度監理者の承認を得るもの

 　とする。

 　との取合
８.既設部分  ■既設建物や隣家建物と当工事の取合部分、その他でハツリ及び工事の都合

 　などにより破壊、損傷させた部分は、当工事仕上及び、旧工事、仕上同材

 　にて完全に補修しなければならない。

 ■通学路、道路側及び安全上必要と思われる範囲は足場及びメッシュシート

　火災防止に努めること

３.片付け清掃

 ■工事現場内における喫煙は原則禁止とし、消火器、水バケツなどを設置し

　などを設置すること

４.看　板  ■現状変更行為許可証を本工事現場に掲示すること

 ■工事中及び完了後は工事現場隣り近所の清掃を行う

 ■工事完了後は仮設物を撤去し工事現場内外の清掃を行う

 ■解体する部分については事前調査、将来の修理修景のため痕跡調査を行い

　施工の手引きにある「建物痕跡調査書」としてまとめ報告すること

 ■歴史的に埋立地である場合は地盤沈下している恐れがあり、状況調査を

 　行い空隙部などは埋戻しランマーなどで転圧を行う

９.床下通気

 　間隔4.0ｍ以内毎に設ける、または基礎パッキン工法による。

 □基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口は有効換気面積300c㎡以上

　 250mm以上とする。

 　さらに、必要と判断した場合には、埋設本数を追加する。

 □品質は、Ｚマーク表示品同等以上とし、径はＭ12以上、埋め込み深さは、

 □コンクリート打設前に所定の位置に仮止めし、位置の確認を確実に行う。

 ■直接海水を浴びる場合の品質はステンレス製とする

 □土台または柱はアンカーボルトなどで基礎コンクリートに固定する。

 　ボルト
10.アンカー

 ■通りに面した縁側下通気は縁下通気板など伝統的意匠とする。

 ５.その他の記載事項は、（　）内に記載する

　する。ただし、伝建修理修景事業に係る外観部分の施工は、この水準を要求する

 ４．施主、設計者又は施工者協議のうえ■（□を黒く塗りつぶしたもの）を特記事項として採用

　書」（最新版）及び住宅金融支援機構監修「木造住宅工事仕様書」（最新版）による

 ３．本特記仕様書に明記のない事項は、国土交通大臣官房庁営繕部監修「木造建築工事標準仕様

5



図面№特記仕様書（２） Ａ02

１.木材の品質
 　この規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものとする。

 　針葉樹の構造用製材のJASに適合するもの又はこれらと同等以上の性能を

 　有するものとする。

 　小節以上の品質のものとする。

 □素材及び製材の品質は、日本農林規格(JAS）の制定がある場合は、

 □木材は十分に乾燥したものを用い、構造材に用いる製材の品質は、

 □造作材に用いる製材の品質は、針葉樹の造作用製材のJASに規定する

０５：木工事一般事項

３.合板
 　同等以上の性能を有するものを使用する。

 　又、内装仕上げ材に使用する材料はすべて、Ｆ☆☆☆☆品を使用する。

 □合板及び各種ボード類の品質は、JASに適合するもの又はこれらと

 　各種ボード
 　類

 　種類のうち、鉄丸くぎ、せっこうボード用くぎ、

　 シージングインシュレーションファイバーボード用くぎに適合するもの

　 又はこれと同等以上の性能を有するものとする。

　 ただし、特殊な部位に用いる釘についてはこの限りではない。

 　標準とする。

　 釘頭に埋め木、釘頭つぶし、釘頭あらわし等とする。

 　のみを使用する。

 □構造上重要な部分に用いる釘の品質は、JISA5508（くぎ）に規定する釘の

 □長さの表示のない場合の釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上を

 □造作材の化粧面の釘打ちは、使用箇所及び工事の過程に応じて、隠し釘、

 □諸金物（接合金物）は、品質及び性能が明示、認定された良質なもの

４.釘

５.諸金物

 　造作材の場合で寸法線が記入されているものは、仕上がり寸法とする。

 □木材の断片を表示する指定寸法は、ひきたて寸法とする。ただし、６.指定寸法

 　長さは、土台にあっては１ｍ内外、その他にあっては２ｍ内外とする。

 □構造材に丸太を使用する場合は、すべて皮はぎ材とする。

 □見えがかりは、すべてカンナ削り仕上げとする。

 □土台、けたなどで継ぎ伸しの都合上、やむを得ず、短材を使用する場合の

 □工事中に汚染や損傷などの恐れのある場合は、とのこ塗、紙張り、板あて

７.仕上げ　他

８.養　生

 　防蟻措置
 □土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかによる。

 　及びその他適当な方法により養生する。

　　□ひのき、ひば、シイ

 □土台に接する外壁の下端には水切りを設ける。

□JASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材を用いる。

 　等
10.薬剤の品質

　　　（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）

　　　又は木材保存協会認定の防腐防蟻剤とする。

　　　1.0㎡につき300mlを標準とする。

　　　２回処理以上とする。

　　　束石などに接する部分は、特に入念な処理を行う。

１.土　台

　 腰掛けかま継ぎとする。

２.火打土台

３.大　引
　 N75釘２本打ちとするか又は腰掛けあり継ぎとする。

　　　いずれもN75釘２本斜め打ちとする。

　　　柱に大入れとし、いずれもN75釘２本を斜め打ちとする。

４.床づか

　　　又は、かすがい打ちとする。

５.根　太

 　ただし根太のせいが90mm以上の場合は、大入れ又は渡りあご掛けとし、

 　N75釘２本打ちとする。

６.２階床ばり

　　　上端を揃え腰掛けかま継ぎ又は腰掛けあり継ぎとし、

　　　短ざく金物両面当て、六角ボルト締めとする。

　　　羽子板ボルト締めとする。

 □継手は、次のいずれかによる。

　　□受材上で大材を下にして台持ち継ぎとし、六角ボルト２本締めとする。

　　□受材より150mm内外持ち出し、追掛け大ぜん継ぎとする。

　　□はりせいが120mm程度のものは、大材を受材心より150㎜内外持ち出し

 □仕口は、次のいずれかによる。

　　□柱との取合いは、かたぎ大入れ短ほぞ差しとし、羽子板ボルト締め又は

　　□Ｔ字取合いは大入れあり掛けとし、羽子板ボルト締めとする。

　　□受材が横架材の場合は、受材との取合いは、渡りあご掛けとする。

 □土台の断面寸法は、柱と同じ寸法以上かつ120mm×120mmとする。

 □継手は、柱及び床下換気孔の位置を避け腰掛けあり継ぎ又は

 □火打土台は次のいずれかによる。

　　□木材の火打土台とする場合は、断面寸法は、45mm×90mm以上とする。

 □仕口は次による。

　　□土台との取合いは、大入れあり掛け、腰掛け又は乗せ掛けとし、

　　□柱との取合いは、添木を柱に取り付けたのち、乗せ掛けとするか、

 □上部仕口は、次のいずれかによる。

　　□大引に突付けとし、N75釘を斜め打ちのうえ、ひら金物を当て釘打ち

　　□大引へ一部びんた延ばしとし、N65釘２本を斜め打ちする。

　　□大引に目違いほぞ差しとし、N75釘２本斜め打ちする。

 □下部は、つか石に突付けとし、根がらみを床づかに添えつけ釘打ちとする。

 □継手は、受材心で突付け継ぎとし、N90釘を平打ちする。

 □はり又は大引きとの取合いは、置渡しとし、N75釘２本斜め打ちとする。

０６：木造躯体工事

７.火打ちばり

　　　はり・胴差・けた等との仕口は、かたぎ大入れとし、六角ボルト締めと

　　　する。ただし、はり・胴差・けた等の上端又は下端に取付ける場合は、

　　　渡りあご又はすべりあごとし、いずれも六角ボルト締めとする。

８.柱

９.間　柱
 　斜め打ちする。

 □火打ちばりは次のいずれかによる。

　　□木製火打とする場合は、90mm×90mm以上の断面寸法とする。

 □柱の断面寸法は次による。

　　□断面寸法は、120mm×120mmとする。

　　□通し柱の断面寸法は、120mm×120mmとする。

 □すみ柱（出すみ、入すみ）の断面寸法は、120mm×120mmとする。

 □横架材との仕口は、上部ほぞ差し下部突きつけとし、下部はN75釘を

 □筋かい当たりは、間柱を切り欠き、N75釘２本を平打ちする。

 □通しぬき当たりは、添え付けてN65釘２本を平打ちする。

 　追掛け大せん継ぎ又は腰掛けかま継ぎとする。

 　次のいずれかによる。

   腰掛けかま継ぎ又は腰掛けあり継ぎとする。

 　腰掛あり継ぎとする。

　 大入れあり掛けとし、羽子板ボルト締めとする。

　 筋かいを通す。

　 よるか又は、これらと同等以上の引張耐力を有する接合方法による。

　　　筋かいプレート（厚さ1.6㎜の鋼板添え板）を筋かいに対して

　　　六角ボルト（M12）（JISＢ1180（六角ボルト）に規定するうち

　　　強度区分4.6に適合する径12mmのボルト又はこれと同等以上の品質を

　　　有するものをいう。以下同じ。）締め及び

　　　CN65釘（長さ65mmの太め鉄丸くぎ。以下同じ。）を３本平打ち、

　　　としたもの。

　　　柱に対してCN65釘を３本平打ち横架材に対してCN65釘を４本平打ち

　　　筋かいプレート（厚さ2.3㎜の鋼板添え板）を、筋かいに対して

　　　（以下「スクリューくぎ」という。）７本の平打ち、柱及び横架材に

　　　六角ボルト（M12）締め及び長さ50㎜、径4.5mmのスクリューくぎ

　　　対してそれぞれスクリューくぎ５本の平打ちとしたもの。

 　それぞれN50釘２本を平打ちする。

10.胴　差

11.軒げた

12.間仕切げた
　（頭つなぎ）

13.筋かい

14.木ずり

15.筋かい端部
 　の仕口

　　□厚さ30mm以上で幅90mm以上の木材による筋かいの場合

　　□厚さ90mm以上で幅90mm以上の木材による筋かいの場合、別途指示する。

 □継手は、はり及びすじかいを受ける間柱を避け、柱より持出し、

 □通し柱との仕口は、かたぎ大入れ短ほぞ差しとし、金物の補強は、

　　□短ざく金物当て六角ボルト締め、スクリュー釘打ちとする。

　　□かね折り金物当て六角ボルト締め、スクリュー釘打ちとする。

　　□羽子板ボルト締めとする。

 □継手は、はりを受ける柱間を避け、柱より持出し、追掛け大せん継ぎ、

 □継手は、はりを受ける柱間を避け、柱より持出し、腰掛けかま継ぎ又は

 □主要な間仕切げたとけた又は胴差とのＴ字取合部の仕口は、

 □断面寸法は45mm×90mm以上を標準とする。

 □見付け平使いとし、上下端部の仕口は建築基準法に基づく告示による。

 □筋かいが間柱と取り合う部分は、間柱を筋かいの厚さだけ欠きとって

 □断面寸法は、12mm×75㎜以上とする。

 □継手は、柱・間柱心で突付け、５枚以下毎に乱継ぎとする。

 □柱・間柱等への留め付けは、板そば20mm程度に目透かし張りとし、

 □筋かいの端部における仕口は、筋かいの種類に応じて、次の接合方法に

　　□厚さ45㎜以上で幅90mm以上の木材による筋かいの場合

伊根浦伝建　修理修景事業関連

 □薬剤による現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質は、次による。

　　□木部の防腐措置及び防蟻措置に使用する薬剤の品質は、

 □薬剤による現場処理を行う場合の木材の処理方法は、次による。

　　□塗布、吹付け、浸漬に使用する薬剤の量は、木材及び合板の表面積

　　□処理むらが生じることのないよう上記の薬剤の範囲内の量で

　　□木材の木口、仕口、継手の接合箇所、亀裂部分、コンクリート及び

 　格・形、旧工法を踏襲する。

 ■取替え材または新補する材は原則として旧材と同品等の同種材とし、旧規

２.木材の樹種

 ■塩害の恐れある部分の金物はステンレス製などとする

９.土台の防腐

 ■見えがかり部分に外国産材や合板の使用を禁止、ひのき、すぎ、まつ

 □継手は、床づか芯から150mm内外持ち出し相欠き継ぎのうえ、

　　□通し柱であるすみ柱は、ひのき、ひばを使用する。

　を使用する。

■舟屋の土台及び柱材は原則シイとする。
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図面№特記仕様書（３） Ａ03

16.耐力壁と
 　なる軸組の
 　柱と横架材
 　の仕口

17.耐力壁で
 　ない軸組の
 　柱と横架材
 　の仕口

 □軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口は、平12建告第1460号による。
０７：屋根工事

 　フェルト）に適合するアスファルトルーフィングは940以上とする。

１.屋根工事
 　一般

　　　100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる。

　　　タッカー釘などで留めつける。

　　□野地面上に軒先と平行に敷込むものとし、上下（流れ方向）は、

　　□留めつけは、重ね合せ部は間隔300mm内外に、その他は要所を

 　有するものとする。

　　□谷の部分の板厚及びそのつり子等の部分の板厚は、ふき板より１規格

　　　以上厚い厚さとする。

 　よるものとし特記による。

 　つり子などの留め付けに用いる釘の長さは、45㎜以上とする。

　　　折り曲げる。

　　　けらば及びむね附近では200mm以内、その他の部分は450mm以内とする。

　　　する。

　　　２箇所以上とする。

２.金属板ぶき
 　一般

 　ぶき
３.かわら棒

４.一文字ぶき

 □屋根一般部分は次による。

　　□かわら棒の間隔は、350mmを標準とする。

　　□心木は、下ぶきの上からたる木に打留めする。

　　□上記に用いる釘の長さは、38mm以上とする。釘打ち間隔は、軒先、

 □屋根一般部分は次による。

　　□ふき板の四周は、重はぜとする。下はぜは18㎜、上はぜは15mm程度と

　　□つり子は、ふき板と同じ材で、幅30mm長さ70mmとする。

　　□つり子は、野地板に釘留めとする。取付け箇所は、ふき板1枚につき

　　□隣り合ったふき板は、一重はぜ継手とし、千鳥に設ける。

 □留め付けに用いる釘は、ふき板と同系材料を使用し、長さは32mm以上、

 □その他の金属ふき材及び雪止め等の附属金具は、各製造所の仕様に

 □金属板の折り曲げは、次による。

　　□加工は、原則として機械加工とし、塗膜に損傷や剥離が生じないよう

　　□塗膜の損傷の損傷部分の補修については、各製造所の仕様による。

 　これと同等以上の性能を有するものを使用する。

 　緊結線は、銅・ステンレス、径0.9㎜以上とする。

 □粘土がわらの品質は、JISA5208（粘土がわら）に適合するもの又は

 □釘は、銅・ステンレス・しんちゅう・長さ45～65mm径2.4㎜内外とする。

５.瓦葺き

 　せず鎌軒瓦などを使用する

　　□土台木口と隅柱との取り合いを落しありとする場合は、かど金物を

　　　両面に当て釘打ちとする。

　　□扇ほぞ差し又は短ほぞ差しとし、かど金物を当て釘打ちとする。

　　□長ほぞ差しとし、込みせん打ちとする。

 □すみ柱と土台との仕口は次のいずれかによる。

　　□扇ほぞ差し又は短ほぞ差しとし、かすがい打ちとする。

　　□扇ほぞ差し又は短ほぞ差しとし、ホールダウン金物を用いて緊結する。

　　□上記の同等以上の緊結が保たれる方法で監理者と協議する。

 　受材当たりは渡りあごとし、手ちがいかすがい打ちとする。

 　植込み、かすがい両面打ちとするか又は六角ボルト２本締めとする。

　 六角ボルト２本締めとする。

 　受材当たりは渡りあごとし、手ちがいかすがい打ちとする。

　 いずれも羽子板ボルト締めとする。

　 ひら金物当て釘打ちとする。

　 腰掛けあり継ぎとし、N75釘２本打ちとする。

　 できる。

　 釘打ちとする。

 　とする。

 □かわら棒ぶき屋根の場合のたる木間隔は、かわら棒の留めつけ幅と同一

18.小屋ばり

19.小屋束

21.たる木

20.むな木･もや

 □末口135mm以上の丸太の継手は、受材上でやりちがいとし、

 □軒げた又は敷げたとの仕口は、かぶとあり掛け又は渡りあごとし、

 □上部・下部の仕口は、短ほぞ差しとし、かすがい両面打ち又は

 □継手は、つかの位置を避け、つかより持出して、腰掛けかま継ぎ又は

 □Ｔ字部の仕口は、大入れあり掛けとし、上端よりかすがい打ちとする。

 □継手は、乱に配置し、もや上端でそぎ継ぎとし、釘２本打ちとする。

 □軒先部以外の留めつけは、受け材当たりN75釘で両面を斜め打ちとする。

 □末口135mm以上の丸太の継手は、受材上で台持継ぎとし、下水にだぼ2本を

 　ただし、たる木のせいが45㎜程度の場合は、N100釘を脳天打ちとする事が

 □軒先部の留めつけは、桁へひねり金物、折曲げ金物又はくら金物を当て、

22.挽板野地板

　 桁当たりに釘打ちとする。

 　釘打ちとする。

　　□突付け継ぎ又はそぎ継ぎとする。

　　□厚木の場合は、隠し目違い入れとする。

　□破風板との取り合いは、突付け釘打ちとする。

　　□そぎ継ぎ又は突付け継ぎとする。

　　□厚木の場合は、隠し目違い入れとする。

23.鼻かくし

24.破風板

　 とする。

 　なお、板そばは、見えがくれの場合は添え付け、見えがかりの場合は、

 　すべり刃又は相じゃくりとする。

 □取付けは、たる木に添え付け、たる木当たりN38釘２本を平打ちとする。

 □杉板　厚12mm以上とする

 □瓦桟は21×30mm以上の小割材とし、必要に応じて断面の割増しをする

 □谷板、捨て谷、雨押えなどの板金は以下による

　　□カラーステンレス　厚0.4mm

　　□着色ガルバリウム鋼板　厚0.35mm

　　　軒樋の長さは、10ｍ以内とし、10ｍを超える場合は、有効な伸縮継手を

　　　設ける。

　　　たる木又は、鼻かくしに取りつける。受金物の鉄部は溶融亜鉛めっきを

　　　行う。

　　　取りつける。

　　　受金物は、ステンレス製又は鉄部に溶融亜鉛めっき(ドブ漬)を

　　　行ったものとする。

　　　取りつける。

 　ビニル雨樋
 □軒樋の工法は、次による。

　　□軒樋は、専用の継手を用い、接着剤を併用して接合する。接合した

　　□軒樋の受金物は、軒樋に合った形状寸法のものを間隔700mm程度に、

　　□軒樋の取付けの勾配は1/200以上とする。

　　□軒樋は、伸縮を妨げない程度に受金物に緊結する。

 □竪樋の工法は、次による。

　　□竪樋の受金物は、竪樋に合った形状寸法のものを間隔1000mm以下に

　　□竪樋には、各受金物ごとに、樋と同質材で下がり止めを接着剤で

７.硬質塩化

０８：断熱工事

 □断熱材の種類と厚さ１.断熱する
 　部分

　　□天井

　　□屋根

　　□壁

　　□床

　　□土間

０９：造作工事

 　直角に貼る。

１.床板貼り  □挽板の厚さは、12mm以上とする。

 □フローリングを根太に直接貼る場合は、釘、接着剤を併用し、根太に

伊根浦伝建　修理修景事業関連

□葺き方は引掛け桟瓦工法とする

　　バックアップ材を使用する。

　□シーリング材の充填は、9mm×9mmを最小とし、ボンドブレーカー又は

 □外部建具廻り　　　　　　　　　　　　

　　　　□ポリサルファイド系　　　　　　　　　

　　　　□変成シリコン系　　　　　　　　　　　

　　　　□ウレタン系　　　　　　　　　　　　　

　　　　□シリコン系　　　　　　　　　　　　　

　　　　□その他（　　　　　　）　　　　　　　

６.ｼｰﾘﾝｸﾞ材

□止め付けは要所を釘あるいは緊結線で固定する。愛知県陶器瓦工業組合刊

　「屋根マニュアル」を参照する

□壁際での取合いは２段熨斗以上とし板金雨押えで押える

 ■アスファルトルーフィングはJISA6505（アスファルトルーフィング

 ■アスファルトルーフィングのふき方は次による。

 ■金属板の板厚は、0.35㎜以上とする。

 ■金属板の品質は、JISの規定に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を

 ■修理事業は原則「いぶし瓦」とする。また軒、袖瓦の部分に万十瓦は使用

 ■強力棟、袖瓦ビス留め（耐震・耐風工法）

 □継手は、板の登り約10枚以下毎に乱継ぎとし、継手は垂木芯で突付け

 □継手の位置は、たるき芯とし、次のいずれかにより、たる木当たりに

 □継手の位置は、もや芯とし、次のいずれかにより、むな木、もや及び

 　かからないように入念に養生する。

 　横せん打ちとする。

 　上端より釘２本打ちとする。

 　に隠し釘打ちとする。

 　とする。

２.敷居、
 　かもい、他

３.内外壁下地

 □貼り上げたのちは、厚手の紙などを用いて、汚れや損傷を防ぎ、雨などが、

 □敷居と柱との接合は、一方は横ほぞ差し又は目違い入れとし、他方は

 □かもいの柱への取付は、一方は横ほぞ差し、他方はすりこみとし、

 □額縁は、枠に添え付け、隅の見付は大留めとし、両端及び間隔450mm内外

 □巾木の取付は、床に小穴入れ又は添え付けとし、隠し釘打ちとする。

 □胴縁を留め付ける間隔は、455㎜以内として受け材に釘で留め付ける。

 　気密性と防水材及び湿気を放散するのに十分な透湿性を有する材料とする。

４.外壁内通気
 　措置

 □通気層の構造は、土台水切り部から天井裏を経由して小屋裏換気孔に通気

 □外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造とする。

 □防風材は、JISA6111（透湿防水シート）に適合する透湿防水シートなど、

 □継手は、柱芯で目違い継ぎ又は突き付け継ぎとし、出隅及び入隅は大留め
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　 請負者の費用負担にて、迅速丁寧に補修などの措置を行う。

１.点　検  □建物引渡後１年後、監理者と点検を行い、工事不良に起因する不良部位は

図面№特記仕様書（４） Ａ04

　　　相欠き、乱継ぎとする。

　　□板幅をそろえ、羽重ねは、20mm内外とする。

 □よろい下見板貼り

　　　とする。

　　　とする。

　　□取付は、受材当たりに通りよく、つぶし頭釘打ち又はしんちゅう釘打ち

　　□板そばは、本実ジャグリ、幅割り合わせとする。継手は、受材心で

　　□取付は、受材当たりに通りよく、つぶし頭釘打ち又はしんちゅう釘打ち

 　これらと同等以上の性能を有するものとする。

 　加工化粧合板）構造用合板又は構造用パネルのJASに適合するもの又は

 　同等以上の性能を有するものを使用する。

 　釘打ちする。

 　合板貼り

 　、その他の
 　ボード貼

 □合板の品質は、普通合板、難燃合板、特殊合板（天然木化粧合板、特殊

 □水がかり箇所又はこれに準ずる箇所に使用する合板の種類は、Ⅰ類とする。

 □普通合板を使用する場合、合板の表面の品質は、１等とする。

 □石膏ボードの品質は、JISA6901（せっこうボード製品）の規格品又は、

 □防火材料面の不陸直しに使用するパテは、無機質のものとする。

 □野縁受けの間隔は、900mm内外とし、野縁又はさお縁と交差する箇所で

 □野縁は、45㎜×45㎜　＠455㎜を標準とする。

 □吊り木及び吊り木受けの間隔は、900mm内外に配置する。

６.内壁

７.石膏ボード

８.天井下地

 □たて羽目貼り

 □既設材は破損度により選別し可能な限り再利用する５.板貼り
　焼杉板貼

０９：左官工事

１．一般事項
 　なる恐れのある場合は、作業を中止する。やむを得ず、作業を行う場合は、

 　板囲い、シート覆いなどを行うほか、必要に応じて採暖する。

 □防水紙は、アスファルトフェルト430以上とする。

 □防水紙は、継目を縦、横とも90mm以上重ね合わせる。留め付けはタッカー

 　たるみ、しわのないように貼る。

 　などを用いて継目部分は、約300mm間隔に、その他の箇所は要所に行い、

 □防水モルタルは、材料を正確に計量して、塗り厚は、20㎜を限度とする。

２.モルタル下
 　地ラス工法

３.モルタル
 　塗り

 □下塗り及び中塗りは、それぞれ14日間以上放置して次の塗付にかかる。

 □製造後４ヶ月以上経過したものは使用しない。４.石膏プラ
 　スター塗り

　 下塗りが、十分乾燥したのちむら直しをする。

   塗り

 □中塗りは、むら直しが十分乾燥したのち、むらなく塗付、平滑にこて押え

 □下塗りは、木舞下地に十分すり込んだのち塗り付け、裏返し塗りをする。

 □木舞竹は、篠竹又は真竹でいずれも割竹とする。

 □すさの長さは、150mm内外に切ったものを標準とする。

 □塗り厚さは、壁は15mm、天井は12mmを標準とする。

５.しっくい

６.土壁塗り

 　する。

１１：建具工事

　 有するものとし、監理者が認めたものを使用する。

　 応じて施工面に見本塗りを行なう。

　 ように十分注意し、必要に応じて適正な養生を行なう。

１２：塗装工事

１.一般事項  □塗装の品質は、すべてJISに適合したもの又はこれと同等以上の性能を

 □内部に使用する塗料は、原則としてF☆☆☆☆を使用する。

 □あらかじめ塗り見本を提出して、監理者の承認を受けるとともに、必要に

 □工事中は、塗装面ならびに塗装面以外の部分に汚染や損傷を与えない

 □見えがかり無垢材はシーラー処理のうえ木部保護塗装２回塗りとする２.木部保護塗装

１３：雑工事

１.設備覆い  □エアコンや湯沸器、ガスボンベなどは格子覆いを設ける

１４：その他

伊根浦伝建　修理修景事業関連

　 歪みなどの欠点のないものとする。

　 あるものを使用する。

 □建具に使用する木材の品質は、十分乾燥した心去り材とし、割れ、

 □水がかり部分に使用する建具の接着剤は、耐水性、耐候性に効果の

 意したものとする

　 品質と性能を有するものと監理者が認めたものを使用する。

 □サッシは、JISA4706（サッシ）に適合するもの又はこれと同等以上の

　 同等以上の品質と性能を有するものと監理者が認めたものを使用する。

 □金属製雨戸は、JISA4713（住宅用金属製雨戸）に適合するもの又はこれと

　 ないものとする。

３.建具金物  □建具金物は、形状、寸法が正しく、機構が円滑で表面にきず等の欠点の

１.木製建具

２.アルミ建具

 ■気温が2℃以下の場合及びモルタルが適度に硬化しないうちに2℃以下に

 ■外部建具を木製とする場合は風返し、ガタ付き防止、戸締り金物などに留

 ■網戸は、使用季節外は取り外し収納すること。

２.変更禁止  □補助金適用を受けた物件の変更箇所における変更行為は原則１０年間禁止

　 する。

 □補助金適用物件は施工仕様書、工程写真など工事関係書類を原則５年間保

　 管する。

４.火災保険  □補助金適用物件は工事中（施工者）及び完成後（所有者）は火災保険に加

　 入すること。

 □台所など火気使用室の室内天井壁材料は火災予防の観点から不燃材料とす５.火災予防
　ること。ＩＨコンロの場合はこの限りでない。

 □漏電の可能性がある古い配線、電気使用量が大きく増える場合は火災予防

　 の観点から配線改修、回路増設など分電盤改修をすること。

　　□継手は、受材芯で相欠き、乱継ぎとする。

 　　□キシラデコール　　　□ノンロット　　　□その他

 ■雨がかり部分は撥水性の高いものとする

 ■木部保護塗装の着色については教育委員会と協議すること。

２.伝統的意匠
 □伝統的意匠は安易にアレンジしないこと

 □材料、技術面において伝統的意匠の再現が難しい場合は部分修理とする

３.工事関係書類

１０：内外装工事

　 ように敷込、また不陸などがないように行う。

 □種類

 □畳縁

　　□縁あり　　　　　　　□縁無し

　　□本畳　　　　　　　　□ビニール畳　　　　　□スタイロ畳

 □たたみの敷込は、敷居やたたみ寄せ部などで段違い、すきまが生じない

１.たたみ敷き

　 これと同等以上の性能を有するものとして監理者が認めたものを使用する。

　 仕上げを行なってはならない。

 　を行なう。

 　仕上げ
 □仕上塗材の品質は、JISA6909（建築用仕上塗材）に適合するもの又は、

 □仕上後、仕上面に変色、色むらなどが生じた場合は、その面の仕上げ直し

２.仕上塗り材

 ■外部の仕上げ塗りは、降雨の恐れのある場合又は強風時には、原則として、

７.土壁の補修  □はがれ防止の下地調整材

 □ラスボード下地部分があれば撤去し荒壁下地とする

８.土壁の保護
　行う場合は痕跡調査を行い、教育委員会と修理方針を事前協議すること。

 ■土壁の劣化や外壁漏水防止などから板張りなどで覆っている部分の修理を

　■上記の手続きのうえ修理としても風雨や湿気などにより短期間で損傷が懸

　念される場合に限り必要最小限の部分を「保護材」として板張りなどとできる。

 □貫（厚さ1.5cm以上、巾10cm以上、91cm以下の間隔）を３本以上設ける

 □巾2cm以上の割竹または小径1.2cm以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱、梁、

 桁、土台その他の横架材に差込み、貫に釘で打付ける。

 □構造耐力倍率1.5以上のものは両面塗り7.0cm以上

 □構造耐力倍率1.0以上のものは両面塗り、片面塗り5.5cm以上

 □格子覆いが困難な場合に、着色出来るものは茶褐色仕上げとする
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年 月 日

( ) ( )

□ 主屋 □ 舟屋 □ 土蔵 □ )

□ 木造 □ 土蔵造 □ )

□ 平屋 □ 二階 □ )

□ 伝統的建造物 □ 準伝統的建造物 □ )

－ 年 年)

年 月 日 □ 計画段階 □ 着手後

印

□ 現状 □ 竣工

□ 現状図 □ 計画図

痕
跡

修
理
計
画（

又
は
竣
工）

提出日

報告者
FAX：

建物痕跡調査書

現
状

氏　名

連絡先
e-mail：

調査年月日

TEL：

階建

造

建
造
物
の
概
要

平成

印

（伊根町伊根浦　伝統的建造物）

受付印

住所等

痕跡調査
内容

添付写真

添付図面

氏名調査立会者確認 所属 職名

所在地

種類

構造等
構造体

階層

伊根町字

伝統的
建造物

区分

伝建番号

その他(

その他(

その他(

その他(

調査時期平成

(西暦竣工年
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年 月 日

印

□ 主屋 □ 舟屋 □ 土蔵 □ )

□ 木造 □ 土蔵造 □ )

□ 平屋 □ 二階 □ )

□ 伝統的建造物 □ 準伝統的建造物 □ 非伝統的建造物

－ 年 年)

施工検討書 作成日

（伊根町伊根浦　伝統的建造物） 平成

の
概
要

施
工
検
討
建
物

所在地 伊根町字

種類 その他(

構造等
構造体 その他( 造

階層 その他( 階建

今
後
に
向
け
て

作成担当者 所属

施
工
状
況

考
え
ら
れ
る
原
因

伝統的
建造物

区分

伝建番号

職名 氏名

指
示
事
項

結
果

(西暦竣工年
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外部

戸袋

框と竪枠にシャクリを入れ風返し

召し合せ部をカギの手にして風返し

2
0
0

木製建具（雨戸引込み・網戸片引き・ガラス戸引き違い）の防風雨対策例

雨戸

戸袋内壁に耐水ラワンベニヤを張り風進入防止

召し合せ部をシャクリにして風返し

額縁で風返し
36 36

36

1
3
5

3636

1
3
5

36

召し合せ部をシャクリにして風返し

大型クレセント

召し合せ部をカギの手にして風返し

框と竪枠にシャクリを入れ風返し

引き違い戸　召し合せ部

額縁で風返し

木製建具（ガラス戸引違い）の防風雨対策例

（室内側に雨戸操作用の戸出し口内扉などを設ける）

⑥遮音性

戸締り錠や大型クレセントの取付け、モヘアなど気密材の取付け、召し合せ部分や枠の取合い部分に風返しの納まりとすること

戸締り錠や大型クレセントの取付け、モヘアなど気密材の取付け、召し合せ部分や枠の取合い部分に風返しの納まりとすること

雨水やガラス内側結露の排水のため、下枠には水勾配を取り水抜き孔など排水に配慮した納まりとすること

ガラス厚さ５mm以上としガラス面積を小割りすること、耐風圧に配慮した建具の材種、厚み、見付巾

④防露性

③耐風圧性

②水密性

①気密性

木製窓（建具）の製作施工にあたっては以下の性能を求めるものとする

SUSレール、アルミレール、硬質樹脂コマ、ベアリングコマなどとしガタつきのない開閉装置とする、建具が振動しない厚みや見付巾とすること

建具に道路からの振動が伝わりにくくするため基礎土台を強固にすること

⑦その他

ガラスにはガタつきを抑えるようシール材をうつ

・枠見付けや化粧桟など建具意匠は現状または復原または周囲の伝統的景観と調和したものとする

・外部に面する木部建具は木部保護塗装（防腐・防カビ性、防虫性、撥水性、通気性）とすること

・木部保護塗装の色彩は茶褐色またはこれに類するものとする

・大型戸は耐荷重戸車やアルミレールとすること

・枠と建具の取合いを一体的に納めるため納まり図などを作製し調整のうえ施工すること

・材は建具、建具枠とも桧など耐久性のあるものとすること

・外壁建具枠まわりからの漏水対策（防水テープなど）を施すこと

下枠は水勾配をとること下枠は水勾配をとること

4
5

アルミアングル、細溝アルミアングル、細溝

額縁で風返し

アルミレール、ベアリング入り戸車 34 アルミレール、ベアリング入り戸車 3434

4
5

敷居で高さ（２５以上）を取り風返し
敷居で高さ（２５以上）を取り風返し

水切り鋼板葺き

135

4
5

4
5

水切り鋼板葺き

持出しが大きければ金物で補強する

200

270

額縁で風返し

内部
内部

4
5

135

4
5

水切り鋼板葺き

水切り鋼板葺き

黄銅レール、ベアリング入り戸車

額縁で風返し

敷居で高さ（２５以上）を取り風返し

額縁で風返し

黄銅レール、ベアリング入り戸車

270

200

水切り鋼板葺き

持出しが大きければ金物で補強する

水切り鋼板葺き

4
5

4
5

敷居で高さ（２５以上）を取り風返し

外部

縁土台が下がらないよう束柱を細かく立てるか基礎などで補強すること縁土台が下がらないよう束柱を細かく立てるか基礎などで補強すること

在来納め アルミレール納め 在来納め アルミレール納め

縁土台が下がらないよう束柱を細かく立てるか基礎などで補強すること縁土台が下がらないよう束柱を細かく立てるか基礎などで補強すること

伊根町教育委員会　社会教育文化財保護係　　　１／２０

木製建具（ガラス戸引違い）の修理例

⑤ガラス強度

・アルミレール　引戸２本レール　水上金属（株）同等

・アルミ網戸は補助金対象外

クレセント 引分け戸　召し合せ部 クレセント

大型クレセント

ガラス戸

網戸

ガラス戸

網戸

ペアガラス、強化ガラスなどとしてもよい

・網戸は内側納めを基本とし、やむを得ず外付きとする場合は、使用季節外は取り外すこと
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外部

内部

内障子（ガラス）または掛障子（ガラス）

召し合せ部は框にシャクリを入れ吹込み防止対策を

雨水は拭取り

クラック補修のうえ塗替え

クラック補修のうえ塗替え

コーキング

水切り鋼板葺き

水切り鋼板葺き

コーキング

対策 外部に木製ガラス戸を取付け

透明ガラス戸ケンドン

外部に面する木部は木部保護塗装（撥水性）とする

外部

内部

内障子（ガラス）または掛障子（ガラス）

召し合せ部は框にシャクリを入れ吹込み防止対策を

雨水は拭取り

落し板

クラック補修のうえ塗替え

クラック補修のうえ塗替え

対策 落し板(ｱ)18

外部に面する木部は木部保護塗装（撥水性）とする

外部

内部

内障子（ガラス）または掛障子（ガラス）

雨水は拭取り

クラック補修のうえ塗替え

クラック補修のうえ塗替え

しゃれた窓、庇なし、雨戸なし、吹降りの雨は拭取り

吹き降りの雨で内障子が濡れ、敷居が腐食、壁に染み

現況

復原が難しいと判断される場合は部分修理にとどめること

竹小舞や蔓など繊細な材料のものは注意して修理すること

竹小舞や蔓の腐朽、土壁のクラックなどの劣化

竹小舞φ9～15 竹小舞φ9～15

竹小舞φ9～15

伊根町教育委員会　社会教育文化財保護係　　　１／３０

飾り窓の雨対策（２）：外付き木製ガラス戸を新設する飾り窓の雨対策（１）：落し板を新設する飾り窓の雨対策

伊根浦伝統的意匠　飾り窓（下地窓）修理例
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・外部に面する木部建具は木部保護塗装（防腐・防カビ性、防虫性、撥水性、通気性）とすること

・材は建具、建具枠とも桧など耐久性のあるものとすること

敷居に排水溝

戸袋

框と竪枠にシャクリを入れ風返し

額縁で風返し
36 36

大型クレセント

水切り鋼板葺き

戸袋内壁に耐水ラワンベニヤを張り風進入防止

（室内側に雨戸操作用の戸出し口内扉などを設ける）

15

縁下通気口・通気板の意匠は伝統的建造物の現状維持、復原または周囲の家屋と調和したしたものとする

ケンドン式とするか、開放できるよう取外し可能な板の例もある

風の取込み量に合わせて孔の大きさや意匠を調整すること、孔が大きい場合は小動物の侵入防止の金網を取付ること

雨戸

網戸

ガラス戸

4
5

1
8
08
0

1
5
0

エンガキ

召し合せ部をシャクリにして風返し

15

反り屋根、化粧垂木など注意して修理すること

（室内側に雨戸操作用の戸出し口内扉などを設ける）

風進入防止対策：戸袋内壁に耐水ラワンベニヤなどを張る

風進入防止対策：板の間は下地捨て張りなど二重張りとして隙間をなくし、床下断熱材を設ける

召し合せ部をカギの手にして風返し

エンガキ（格子タイプ、板タイプ）の意匠は伝統的建造物の現状維持、復原

または周囲の家屋と調和（塗装色とも）したものとする

縁土台が下がらないよう束柱を細かく立てるか基礎石をコンクリートなどで補強する

復原が難しいと判断される場合は部分修理にとどめること

・外部に面する木部建具は木部保護塗装（防腐・防カビ性、防虫性、撥水性、通気性）とすること

・材は建具、建具枠とも桧など耐久性のあるものとすること

縁土台が下がらないよう束柱を細かく立てるか基礎石をコンクリートなどで補強する

在来納め 在来納め

基礎石

栗石またはコンクリートなどで補強する

基礎石

栗石またはコンクリートなどで補強する

伊根町　　　１／２０

伝統的意匠　戸袋

伊根浦伝統的意匠　エンガキ、縁下通気口、雨戸修理例

伝統的意匠　　エンガキ　縁下通気口
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14

572

56 56

6
4
4

9
0

1
2
8

2
4
8

1
7
8

笠木52×53

手摺子56×47

36×27

36×27

20×66

高欄手摺
持出し手摺

3
8
0

笠木60×40

3
0
0

360

3
6
0

60×90

伊根町　　　１／２０

伊根浦伝統的意匠　持出し手摺、高欄手摺例

伝統的意匠　高欄手摺 伝統的意匠　持出し手摺



玄関戸・縁戸

窓

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12
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伊根浦伝統的意匠　木製建具姿図
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伊根浦伝統的意匠　格子姿図

格子

出格子（内障子） 玄関格子（ガラス障子）

１．日出・Ｓ４ ２．日出・Ｍ６ ３．日出 ４．高梨・Ｓ１６

５．高梨・Ｓ１６ ７．西平田・Ｅ７ ８．西平田・Ｅ３

12．立石・Ｅ１11．立石・Ｔ９10．東平田・Ｓ１９９．東平田・Ｓ１２

13．亀山・Ｍ１ 14．耳鼻 15．耳鼻・Ｓ１３ 16．西平田・Ｅ１３

６．西平田・Ｍ１６
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１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８

９ 10 11 12

13 14 15 16
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伊根浦伝統的意匠　縁下通気口姿図

縁下通気口

17



伊根町教育委員会　社会教育文化財保護係

５ ６ ７ ８

９ 10 11 12

13 14 15 16

伊根浦伝統的意匠　エンガキ姿図

２．格子（中桟１）１．格子 ３．格子（中桟２） ４．板

エンガキ
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窓

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12

戸袋

１．竪張＋フラット ２．竪張＋片流れ ３．竪張＋反り屋根 ４．竪張＋化粧垂木 ５．竪張（押縁）＋フラット ６．竪張（押縁）＋片流れ ７．竪張（押縁）＋反り屋根 ８．竪張（押縁）＋化粧垂木

１．竪張＋フラット ２．竪張＋片流れ ３．竪張＋反り屋根 ４．竪張＋化粧垂木 ５．竪張（押縁）＋フラット ６．竪張（押縁）＋片流れ ７．竪張（押縁）＋反り屋根 ８．竪張（押縁）＋化粧垂木

伊根浦伝統的意匠　戸袋姿図
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文字編

伊根町教育委員会　社会教育文化財保護係

５．七福神

宝
七
福
神

寳水

絵紋様編

４．鶴亀 ５．紋 ６．紋 ７．紋 ８．紋３．鯉２．大黒１．大黒

９．紋 １１．紋（蔵土戸）１０．紋（懸魚）

伊根浦伝統的意匠　鏝絵姿図

１．水 ２．水 ３．宝 ４．宝
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3
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0

350 12070

260

３．下屋鬼

１．鬼瓦（戎さん） ２．鬼瓦（大黒さん）

　　　１／１０

伊根浦伝統的意匠　鬼瓦（東平田）
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０１真壁　外壁　修理 ０２真壁　内壁　修理 ０３　大壁　外壁　修理 ０４　大壁　内壁　修理 ０５　土蔵　破風棒漆喰

０６　軒天井　波軒　修理 ０７　軒天井　平軒　修理 ０８　軒天井　のどくり軒　修理 ０９　土蔵　水切り　修理 １０　土蔵　なまこ壁　修理

１１　土蔵　洗い出し　修理 １２　土蔵　窓廻り　修理 １３　土蔵　家紋　修理 １４　土蔵　折り釘飾り花菱　修理 １５　屋根　漆喰　修理

１６　土間　三和土　修理 １７　保存処置（既存壁剥ぎ取り） １８　修景工事　ラスモル貝灰漆喰 １９　修景工事　ラスモル土貝灰漆喰

従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため

修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい

従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため

修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい
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修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい
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住宅金融公庫仕様に準ずる 住宅金融公庫仕様に準ずる

木
摺

木
摺

土壁の技術工法

・補助事業にあたっては土壁の技術工法の項目にならい修理工事を行うこと

・左官に用いられる素材（竹・わら縄・既存土・真土・わら・本しゅろ縄・漆喰など）

・塗り過程においては厳寒期を避けるなど気温に注意をはらうこと

・塗り過程においては十分な乾燥時間をとること

はできるだけ伊根周辺で調達したものが望ましい

て使用すること

・土壁塗り補修　既設土壁をはがす可能性があり補強塗布材については強度に注意し

備考

・中塗り、上塗りの色は現状維持か復原、また歴史的風致と調和したものとすること

・着手前、各下地工程の写真を記録すること
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外部

内部

額縁で風返し

⑥遮音性

④防露性

③耐風圧性

②水密性

①気密性

⑤ガラス強度

水切り鋼板葺き

水切り鋼板葺き

アルミサッシの製作施工にあたっては以下の性能を求めるものとする

⑦その他 ・網戸は使用季節外は取外し収納するものとすること

・やむなくアルミサッシとする場合は外壁仕上面より大きく出っ張らないよう外付は不可、半外付を原則、内付きが望ましい

アルミサッシ

アルミ網戸

アルミサッシ

アルミ網戸

アルミサッシの修景例

外部

内部

アルミサッシ

アルミ網戸

アルミサッシ

アルミ網戸

・アルミサッシ（網戸とも）は補助金対象外

〈参考〉内付きアルミサッシ 〈参考〉半外付きアルミサッシ
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 施工事業者施工事業者施工事業者施工事業者様へのお願い様へのお願い様へのお願い様へのお願い                   伊根町教育委員会  
 
◎伝統的建造物群保存地区とは、多数の「伝統的建造物」で構成された「文化財」で、文化財保護法に定められ

た保存制度です。保存地区として範囲が定められ、その中にある建築物、構造物、自然物などは全て規制の対象

になっています。しかし、保存地区内の工事は一般の施工事業者様が手掛けられることが多く、文化財としての

価値を理解されずに施工され、価値が損なわれているケースが多く見受けられます。本書と併せ、町教委発行の

「まちづくりの手引き」「施工の手引き」を熟読いただき、文化財としての価値を落とさない修理、価値を維持・

向上する修理を心掛けていただき、将来に渡って伊根浦景観を守る一翼を担っていただきますようお願い申し上

げます。 
 
１１１１ 伝統的建造物伝統的建造物伝統的建造物伝統的建造物の修理の場合 

伝統的建造物は「文化財」です。このため、外観が変わる工事が行われる場合は文化財価値が損なわれないよ

う町教委が内容の審査を行い許可することになっています。文化財としての修理は次の点に注意してください。 

（１）忠実に復原または再現する。 

・本来とは違う別の形状・材質の物が使用されていては、文化財としての価値が損なわれます。建築当時(ま

たは昭和30年頃までの状態)に忠実に復原または再現してください。復原や再現が困難なものは交換せず補

修することを念頭に検討してください。 

（２）できるだけ部材交換をしない。 

・新しい材料だけで構成された建物は、いくら同じ形の建物でも文化財ではありません。使える部材であっ

ても安易に交換していては文化財としての価値が損なわれます。 

 

 

 

 

 
 
（３）本来あるべき姿を尊重する 

・古材に木部保護塗装を施す場合は、色彩に注意してください。 

（４）棟札等建物資料の記録、保管 

・修理の際に、棟札や図面など建物に関する資料が発見された場合は、写真等で確実に記録するとともに町

教委へ報告し、修理完了時には再度建物に納めるなど、大切に保管管理してください。 
 
２２２２ 伝統的建造物ではないではないではないではない建物、構造物の場合 

伝統的建造物群保存地区は、景観そのものが文化財ともいえます。このため、保存地区内にあるものは建物の

みならず、石垣や階段、屋外広告物などの構造物や樹木、土地、海面などの自然物も、景観としての文化財価

値が損なわれないよう教育委員会が内容の審査を行い許可することになっています。過去から存在している物

件だけではなく新設も対象になります。 

（１）自然素材を基本として、できるだけ目立たない色に 

・目の中に入るものの中で、伝統的建造物以外のものが目立ってしまうと、本来その地区がもっている歴史

的な風致が失われていくことになります。 

（２）その場所にあることが自然なもの 

・本来伊根浦に存在しなかったものが出現することは非常に不自然で、新たに構造物等を設置する場合は、

その場所にその物があることが自然な形状・色彩・材質であることが重要です。 

（３）将来を展望した形状や色彩 

・周囲の色彩や形状に合わせることは、景観を整えていくうえで重要ですが、歴史的風致とかけ離れた周囲

の色彩や形状に合わせていては、将来に渡って景観が良化していくことはありません。現状変更を行うたび

に、少しずつ景観が良化していくことが、将来的に歴史的風致が確立・形成されていくことに繋がります。 
 
※所有者が施工を希望された工事内容であっても、町伝建保存条例に違反する内容で施工が行われた場合は、施

工事業者様も罰せられますのでご注意ください。 

※他の伝建地区では、行政指導に従わなかったため、行政代執行された案件もあります。 

 

●廃棄せず再利用を ・木 製 意 匠 部 エンガキ、戸袋、床下通気口、木製建具 等 
 検討する部材等  ・建物構成部材 構造材、垂木などの部材 
          ・入手が困難な物 屋根瓦(特に鬼瓦)、舟板 等 
          ・再現が困難な物 極力交換を避け、継ぎ木や穴埋めなどの補修で修理してください。 
●部材交換する場合 ・木製意匠部を交換する場合は、細部まで採寸し記録に留めていただくとともに、図面化して 
 の注意点      写真等と併せ実績報告書提出時にご提出ください。 
          ・木製意匠部は、採寸の結果に基づき材質も含め忠実に再現することを基本としてください。 
          ・外観上の変更となる場合は事前に町教委へ協議してください。 

※行政代執行とは、行政上の強制執行の一種で、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政が

義務者の実施すべき行為を代わって行い、その費用を義務者から徴収することをいいます。 



 


